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耐震改修工事を施行した木造共同住宅が地震により全損した 

場合における耐震改修工事費の助成について 

 

１ 助成要綱（案）(別紙) 

 

⑴ 目的(第１条) 

耐震改修工事を施行した木造共同住宅が、当該耐震改修工事の

完了後１０年以内に震度６強以下の地震で全損をした場合に、助

成金を交付することにより、木造共同住宅の耐震改修工事の促進

を図り、もって地震に強い安全なまちづくりを推進する。 

⑵ 対象建築物(第３条) 

   中野区内の木造共同住宅で次のいずれにも該当するもの 

  ア 木造在来工法で建築されたもの 

  イ ２階建て以下のもの（地階があるものを除く。） 

ウ 昭和５６年５月３１日以前に建築されたもの 

  エ 耐震診断の総合評点が１．０未満であるもの 

 ⑶ 助成対象者(第４条) 

助成対象建築物の所有者で、助成対象建築物について耐震改修

工事を行う者 

 ⑷ 助成金の額(第５条) 

１棟につき６，０００，０００円を限度 

 ⑸ 耐震改修工事済証の表示(第９条第２項) 

   助成対象認定者は、区から交付された耐震改修工事済証を建築

物の外壁面に表示しなければならない。 

 ⑹ 適用日(附則) 

２００６年４月１日 



 

   耐震改修工事を施行した木造共同住宅が地震により全損した場

合における耐震改修工事費の助成に関する要綱（案） 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、耐震改修工事を施行した木造共同住宅が当該耐

震改修工事の完了後１０年以内に震度６強以下の地震で全損をした

場合に助成金を交付することにより、木造共同住宅の耐震改修工事

の促進を図り、もって地震に強い安全なまちづくりを推進すること

を目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

 ⑴  耐震診断 中野区木造住宅耐震診断事業実施要綱（２００４年

中野区要綱第４８号）により行われる耐震診断をいう。 

 ⑵  耐震改修工事 木造共同住宅の耐震性を補強するための工事で、

中野区木造住宅等耐震診断士及び耐震改修施工者登録要綱（２０

０４年中野区要綱第９号）第９条の規定により耐震改修施工者と

して登録されている者が施行するものをいう。 

 ⑶ 耐震改修工事費 耐震改修工事に係る費用をいう。 

 ⑷  震度 中野区役所に設置された地震計により計測された震度を

気象庁震度階級における計測震度とみなした場合における当該計

測震度に対応する震度階級をいう。 

 ⑸  全損 地震保険に関する法律施行令（昭和４１年政令第１６４

号）第１条第１項第１号の全損をいう。 

 ⑹  保険会社等 地震保険に関する法律（昭和４１年法律第７３号。

以下「地震保険法」という。）第２条の保険会社等をいう。 

 ⑺  地震保険契約 地震保険法第２条第２項の地震保険契約をいう。 



 

 （助成対象建築物） 

第３条 助成対象建築物は、中野区内の木造共同住宅で次の各号のい

ずれにも該当するものとする。 

 ⑴ 木造在来工法で建築されたもの 

 ⑵ ２階建て以下のもの（地階があるものを除く。） 

 ⑶ 昭和５６年５月３１日以前に建築されたもの 

 ⑷ 耐震診断の総合評点が１．０未満であるもの 

 （助成対象者） 

第４条 助成対象者は、助成対象建築物の所有者（区分所有者又は共

有者の場合にあっては、当該区分所有者又は共有者の全員の同意を

得て選任された者に限る。）で当該助成対象建築物について耐震改

修工事を行う者とする。 

 （助成金の額） 

第５条 助成金の額は、助成対象建築物の延べ面積に１２０，０００

円を乗じて得た額に１０分の１を乗じて得た額に耐震改修工事費を

加えた額とする。ただし、助成対象建築物１棟につき６，０００，

０００円を限度とする。 

 （認定の申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者は、耐震改修工事に着工す

る前に、助成対象者として区長の認定を受けなければならない。 

２ 前項の認定を受けようとする者は、中野区木造共同住宅耐震改修

工事費助成対象者認定申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添

付して、区長に申請しなければならない。 

 ⑴  当該耐震改修工事を行おうとする助成対象建築物の所有者であ

ることを証明する書類 

 ⑵ 前号の助成対象建築物の敷地の所有者を確認できる書類 

 ⑶ 第１号の助成対象建築物の入居者全員の同意書 



 

 ⑷  第１号の助成対象建築物に係る耐震診断の報告書（総合評点が

１．０以上となる補強計画案を含む。） 

 ⑸ 当該耐震改修工事に係る契約書又は見積書 

 ⑹ 当該耐震改修工事に係る工事工程表 

 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

 （認定の決定） 

第７条 区長は、前条第２項の規定による申請があったときは、当該

申請の内容を審査するために必要な現地調査を行うものとする。 

２ 区長は、申請の内容及び前項の現地調査の結果を審査し、認定の

可否を決定する。 

３ 区長は、前項の規定により認定することを決定したときは、中野

区木造共同住宅耐震改修工事費助成対象者認定通知書（第２号様

式）により申請者に通知する。この場合において、区長は、認定の

決定に必要な条件を付することができる。 

４ 区長は、第２項の規定により認定しないことを決定したときは、

中野区木造共同住宅耐震改修工事費助成対象者認定申請却下通知書

（第３号様式）により申請者に通知する。 

 （工事完了報告） 

第８条 前条第２項の規定による認定の決定を受けた者（以下「助成

対象認定者」という。）は、当該耐震改修工事が完了したときは、

耐震改修工事完了報告書（第４号様式）に次に掲げる書類を添付し

て、区長に報告しなければならない。 

 ⑴ 当該耐震改修工事に係る補強計画図 

 ⑵ 当該耐震改修工事に係る工事記録写真 

 ⑶ 当該耐震改修工事費に係る領収書 

 ⑷  当該助成対象建築物について保険会社等と地震保険契約を締結

していることを証明する書類 



 

 （耐震改修工事済証） 

第９条 区長は、前条の規定による報告があったときは、耐震改修工

事済証（第５号様式）を当該助成対象認定者に交付する。 

２ 前項の耐震改修工事済証は、当該助成対象建築物の外壁面に取り

付ける等の方法により、外部から見やすいように表示しなければな

らない。 

 （助言又は指導） 

第１０条 区長は、助成対象建築物の耐震性を確保するために、助成

対象認定者に対し、耐震改修工事に関する助言又は指導を行うもの

とする。 

 （現況報告） 

第１１条 助成対象認定者は、当該耐震改修工事の完了後１０年間は、

毎年、中野区木造共同住宅耐震改修工事費助成現況報告書（第６号

様式）に第８条第４号に掲げる書類を添付して、区長に報告しなけ

ればならない。 

 （認定の取消し） 

第１２条 区長は、助成対象認定者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該認定の決定を取り消すことができる。 

 ⑴  当該助成対象建築物について建築基準法等の関係法令に違反し

たとき。 

 ⑵  耐震改修工事の完了後に当該助成対象建築物の耐震性が減退す

るような工事を行ったとき。 

 ⑶ 偽りその他不正の手段により認定の決定を受けたとき。 

 ⑷ 第４条に規定する助成対象者の要件に該当しなくなったとき。 

 ⑸ 第１０条の助言又は指導に従わなかったとき。 

 ⑹ 前条の規定による報告をしなかったとき。 

２ 区長は、前項の規定により認定の決定を取り消したときは、中野



 

区木造共同住宅耐震改修工事費助成対象者認定決定取消通知書（第

７号様式）により当該助成対象認定者に通知する。 

 （助成金の交付申請） 

第１３条 助成対象認定者は、助成対象建築物について耐震改修工事

を施行したにもかかわらず、当該耐震改修工事の完了後１０年以内

に震度６強以下の地震により当該助成対象建築物が全損をしたとき

は、助成金の交付を区長に申請することができる。 

２ 前項の規定による申請は、中野区木造共同住宅耐震改修工事費助

成金交付申請書（第８号様式）に次に掲げる書類を添付して、行わ

なければならない。 

 ⑴  当該助成対象建築物の全損を証明する書類で保険会社等が発行

するもの 

 ⑵ 当該助成対象建築物の全損の状況を判別できる写真 

 （助成金の交付決定等） 

第１４条 区長は、前条第１項の規定による申請があった場合におい

て、助成金の交付を決定したときは中野区木造共同住宅耐震改修工

事費助成金交付決定通知書（第９号様式）により、助成金の不交付

を決定したときは中野区木造共同住宅耐震改修工事費助成金不交付

決定通知書（第１０号様式）により申請者に通知する。 

 （助成金の交付決定の取消し） 

第１５条 区長は、前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者

（以下「助成金交付決定者」という。）が次の各号のいずれかに該

当するときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 ⑴  偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。 

 ⑵ 第４条に規定する助成対象者の要件に該当しなくなったとき。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を



 

取り消したときは、中野区木造共同住宅耐震改修工事費助成金交付

決定取消通知書（第１１号様式）により当該助成金交付決定者に通

知する。 

 （補則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、２００６年４月１日から施行する。 


